
 
  

 
お問い合わせ先（担当課）：市民参加推進課　人権・文化交流担当 
 

☎982-9458　FAX981-5392 

※「法律相談」は相談日が祝日等の場合、開設しません。 

※「税務相談」「行政書士相談」「行政相談」「人権相談」「女性総合相談」は、相談日が祝日等の場合、翌日又は 

翌週等に振り替えて開設（但し、施設休館日の時は開設しません）します。 

次ページのカレンダーをご確認ください。 
 

法律相談、税務相談、行政書士相談、行政相談、女性総合相談は予約制です。担当にお申込みください。 

 

相談の種類 相談日時 内　　　　　容

相　談　員 

（所属している団体等）

 

法 律 相 談 

（予約制）

毎週金曜日 

午後 1 時 20 分 

～４時 20 分

生活上の問題で法律に 

関すること 

家庭、相続、離婚、借金、 

事故、事件など

弁　護　士 

 

（埼玉弁護士会越谷支部）

 

税 務 相 談 

（予約制）

毎月第１月曜日 

午後 1 時 30 分 

～４時 00 分 

※５月、１月は 

行いません。

税金全般に関する 

アドバイス 

相続税、贈与税、譲渡税、 

所得税、不動産取得税など

税　理　士 

 

（関東信越税理士会越谷支部）

 

行政書士相談 

（予約制）

毎月第１木曜日 

午後 1 時 30 分 

～3 時 30 分

各種契約や相続、許認可 

手続に関するアドバイス 
 

贈与、遺産分割協議、 

空き家問題など

行 政 書 士 

 

（埼玉行政書士会吉川支部）

 

行 政 相 談 

（予約制）

毎月第２木曜日 

午後 1 時 30 分 

～3 時 30 分

国、県、市への苦情や要望 

年金、医療保険、道路、農地、

公害、福祉関係など

行政相談委員 

 

（国から委嘱された委員）

 

人 権 相 談
毎月第３火曜日 

午後 1 時 30 分 

～4 時 00 分

人権や差別に関する悩みや

問題 

いじめや家庭の問題、近隣の

問題など

人権擁護委員 

 

（国から委嘱された委員）

 

女性総合相談 

（予約制）

毎月第 2・4 水曜日  
午後 1 時 00 分 

～4 時 00 分

女性が抱える悩みなどの 

問題全般 
 
夫婦、家庭、自分の生き方、 

人間関係等の悩みなど

女性相談支援員 

（市が雇用した支援員）



おあしす内位置図

令和８年度 市民相談カレンダー 

 

※『□』は祝日等による振替日　　　※『―』は祝日等により開設しない日 
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税 務 相 談 

（ 予 約 制 ） ６ ― １ ６ ３ ７ ５ ２ ７ ― １  １ 

 

行政書士相談 

（ 予 約 制 ） ２ ７ ４ ２ ６ ３ １ ５ ３ ７ ４ ４ 
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女性総合相談 

（ 予 約 制 ）
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市民交流センター おあしす 

１Ｆミーティングルーム

吉川市役所 会議室 
 

≪市役所≫ ☎９８２-９４５８ 

（市民参加推進課　人権・文化交流担当）

※相談日時・場所は、変更になる場合がありますので 
ご確認のうえご利用ください。 
 

★相談場所★ 

（令和８年５月作成）



 

 
相 談 の 種 類 日　　時 場　　所 担当・お問い合わせ先

 子どもと家庭の
相　　　談 

子どもに関する保護者の 

悩みや家庭の問題全般

毎週月～金曜日 
午前 9 時～午後 4 時 30 分 
(電話は午後 5 時まで)

子育て支援課

子育て支援課 

相談専用☎９４０-１２５８ 

FAX 共通 

家庭児童相談員が対応します

 ひ と り 親 家 庭 

などの総合相談 

ひとり親家庭などが抱える

問題全般

毎週月～金曜日 

午前 9 時～午後 4 時 30 分 

(電話は午後 5 時まで)

子育て支援課

子育て支援課 

相談専用☎９４０-１２５８ 

FAX 共通 

母子・父子自立支援員が対応します

 
育　児　相　談 

育児に関する悩みや疑問

毎週月～金曜日 

午前 9 時～午後４時

第 1 保育所 
第 2 保育所 
子育て支援センター

第１保育所☎･FAX 982-0259 
第２保育所☎982-5300 FAX982-5647 
子育て支援センター☎984-6377  

FAX984-6378　保育士が対応します

 教　育　相　談 

小・中・高学生などや保護

者が抱える学校や家庭での

教育に関する悩み

毎週月～金曜日 

午前 9 時～午後５時
教育センター

教育センター 
☎９８１-３８６４

 
さ わ や か 相 談 

生徒や保護者が抱える学校

や家庭での悩みや困りごと

など※ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとの連携

毎週月～金曜日 

午前１０時３０分 

　　～午後４時３０分

各中学校

東　中　☎９８２-００５５ 

南　中　☎９８１-８７４９ 

中央中　☎９８３-２６６８ 

吉川中　☎９４０-５８８７ 

さわやか相談員が対応します
 消 費 生 活 相 談 

悪質商法、契約トラブル、

多重債務など

毎週月・火・木・金曜日 

午前 10 時～午後 3 時まで受付

(正午～午後 1 時を除く)
消費生活センター 

（商工課内）

商工課　☎９８２－９６９７ 

または消費者ホットライン１８８番 

消費生活相談員が対応します

 

就 職 活 動 相 談 

就職に関する相談

予約優先 

毎月第１・３水曜日 

午後 1 時～午後４時まで受付

商工課　☎９８２－９６９７ 

キャリアコンサルタントが 

対応します 

メール相談（初回のみ） 

は二次元コードから

 こ こ ろ の 悩 み 相 談 

こころの悩み、精神に関す

る病気、ひきこもりなど
毎週月～金曜日 

午前９時～午後６時 

(相談員不在時転送電話対応)

障がい者相談支援 

センターすずらん

障がい者相談支援センター すずらん 

☎９８１-８５１０ 

FAX９９９-６８５４
 障がいに関する相談 

障がい福祉サービスの利用

に関することなど

 高齢者の介護等
に関する相談  

高齢者の健康・介護・福祉・医療・

生活など

予約優先 

毎週月～金曜日 

午前９時～午後４時 30 分

第１包括（社協） 

第２包括（平成園） 

第３包括 
（吉川中央総合病院向かい）

第１包括　☎９８４-４７６６ 
第２包括　☎９８１-５８１１ 
第３包括　☎９８１-７１５８ 
問合せ 長寿支援課 

☎９８２-５１１８ FAX 共通

 
年　金　相　談 

代理人要委任状

毎週水曜日 

午前９時～午後０時１５分 

午後１時～午後 4 時

国保年金課
国保年金課 

☎９８２-５１１7　  

FAX 共通

 DV(ドメスティック・バイオ

レンス)に 関 す る 相 談  

配偶者やパートナーからの暴力に

関する相談

毎週月～金曜日 

午前９時～午後 4 時 30 分 

(電話は午後 5 時まで)

配偶者暴力相談 

支援センター 

(市民参加推進課内)

市民参加推進課 

相談専用☎９８２-５９６８ 

FAX 共通

R8.6～



令和８年度　　R8.6 月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、各種相談の「担当・お問い合わせ先」

へご連絡ください。ご不明な点は市民参加推進課まで

 


